
 

平成２７年６月２２日 

役 員 会 改 訂  

茨城大学コンプライアンス・ガイドライン 

（趣旨・目的） 

このガイドラインは、国立大学法人茨城大学（以下「本学」という。）におけるコ 

ンプライアンスの推進を図るため、茨城大学憲章の基本理念のもと、「茨城大学行動 

規範」に係る具体的事項を定め、もって茨城大学に対する社会からの信頼を確保し、 

地域社会へ貢献することを目的とします。 

 

（コンプライアンスとは） 

コンプライアンスとは、法律、規則その他法令等に基づいて職務を遂行することを 

基本に、公平・公正に職務を遂行し、高い倫理観に基づき地域社会において良識ある 

行動をとることです。 

 

第１節 コンプライアンスの推進を図るために 

【大学憲章】 

真理を探究し、豊かな人間性、高い倫理性と社会性をもった人間の育成と「知」の創 

造、蓄積、体系化および継承に努めます。多様な教育と高度な研究を展開し、世界の 

平和、人類の福祉ならびに自然との共生に貢献します。社会の変化に対応できるよう 

自己変革します。 

 

（基本理念に関して） 

第１ 茨城大学憲章で定める基本理念を具現するに当たって根幹となるガイドラインは 

次のとおりです。 

(1) 社会の一員として高い倫理観をもち、社会的良識と責任に基づいて誠実に職務を 

遂行します。 

(2) 自らが生み出す専門知識や技術の質を保証する責任と、人類の健康と福祉、社会 

の安全と安寧、そして地球環境の持続に貢献する責任を自覚します。 

(3) 教育基本法並びに学校教育法をはじめとする関係法令を遵守し、許認可取得、届 

出及び報告等の手続きを適時的確に実施します。 

(4) 安全確保に留意し、健全な学習環境、働きやすい職場環境、明朗で自由闊達な教 

育・研究環境を実現します。 

(5) 地域社会のために貢献し、研鑽に努めます。 

(6) 大学の常識と社会の良識がかけ離れたところに不祥事が発生することを念頭に、 

様々な場において常に自身へ「茨城大学行動規範」を問いかけ、社会の良識とか 

け離れないように努めます。 

（コンプライアンス推進体制） 

第２ 本学におけるコンプライアンスの推進体制は、「国立大学法人茨城大学コンプライ 

アンス推進体制規程」により実施します。 

２ 本学におけるコンプライアンスの推進は、茨城大学憲章の理念のもと、「茨城大学 

 行動規範」及び本ガイドラインにより行います。 

http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/charter/index.html
http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/activity/others/standards/index.html
http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/activity/others/standards/index.html
http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/charter/compliance20150511.pdf
http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/charter/compliance20150511.pdf


 

３ 茨城大学行動規範は、茨城大学憲章が定める行動の指針を踏まえて、私たちがコン 

プライアンス上心得るべき行動の基本的ルールのエッセンスを定めています。また、 

本ガイドラインは茨城大学行動規範を補足・解説し、コンプライアンス推進の指針と 

するものです。 

（ガイドラインの対象） 

第３ このガイドラインは、本学の役員・教職員（常勤、非常勤を問いません。）を対 

象にしています。 

役員・教職員を主対象としていますが、学生等（大学院生、学部生、留学生、科目等 

履修生、研究生等を指します。）としても大学の取組を理解し、社会の一員としてコン 

プライアンスの推進に努めることを期待するものです。 

 

第２節 有為の人材育成のために 

【大学憲章】 

未来を拓く学生が、自由に、自発的に行動できる学びの場として、また市民が継続し 

て学習する場として、さまざまな学習の機会を保障します。人類の文化と社会や自然 

についての理解を深め、高い倫理観をもち持続可能な社会と環境保全の担い手となる 

市民を育成します。豊かな人間性と幅広い教養をもち、多様な文化と価値観を尊重す 

る国際感覚を身に付けた人間を育成します。学部教育では、大学の持つ総合力を生か 

して一貫した教養教育と専門教育を行います。専門知識と技能を習得し、自らの理想 

に基づいた将来設計ができる力と課題を探求し問題を解決する力を兼ね備えた人材を 

育成します。大学院教育では、幅広く豊かな学識と高度な専門知識と技能を身に付け、 

学術研究と科学技術の進歩に対応できる豊かな創造力をもった高度専門職業人と研究 

者を育成します。 

 

（教育に関して） 

第４ 茨城大学憲章で定める「教育」に関してのガイドラインは次のとおりです。 

(1) 教育に関する諸情報を適正に開示し、それに基づく教育を行い、常に教育の改善 

に努めます。 

(2) 学生の意見を尊重し、学生の能力開発、並びに人間性・倫理性及び社会性の育 

成を目指し、更には進路選択をサポートするため、役員及び教職員全員が本学の 

理念に沿って主体的に行動します。 

(3) 学生の人格を尊重するとともに、学生の成長支援と安全・健康の維持に努めま 

す。 

(4) 学生の視点に立った学生主体の取組を推進します。 

(5) 学生からの相談・申出等に対し、常に公正かつ誠実な態度で接し、迅速かつ的 

確に対応します。 

(6) 学生の個人情報を適正に取得し、その正確性を確保し、漏えい、滅失又はき損 

の防止等に細心の注意をもって厳正に管理します。 

(7) 大学教育を通じてグローバルに展開される経済活動等を担いうる人材の育成に 

努めます。 

 

第３節 「知」の創造、蓄積、体系化および継承のために 



 

【大学憲章】 

研究が自由な発想と主体的な判断に基づいて自律的に遂行されることを保障し、研究 

環境の整備を行い、卓越した「知」の創造に努めます。大学における研究が社会から 

の信頼と負託を受けていることを自覚し、高い倫理性をもって真摯に研究を行います。 

真理の探究に関わる基礎研究を充実するとともに、新しい学術分野や産業創出に繋が 

る組織的研究の育成に努めます。茨城大学が立地する自然的資源および社会的資源を 

生かした独創的な研究を組織化し、世界的な研究拠点の形成に努めます。創造的研究 

の継承と発展のために、未来を担う若手教員と大学院生の研究を積極的に支援します。 

 

（研究に関して） 

第５ 茨城大学憲章で定める「研究」に関してのガイドラインは次のとおりです。「研究」 

に関しては既に多くの規範・指針等が策定されています。本ガイドラインではその内容 

に触れませんが、併せて次の規範等を熟読のうえ、コンプライアンス推進することが求 

められます。 

(1) 「科学者の行動規範」（日本学術会議）を尊重して研究活動を推進します。 

(2) 「茨城大学科学研究倫理指針」を踏まえて行動します。 

(3) 「国立大学法人茨城大学利益相反ポリシー」を踏まえて研究成果の社会還元を積 

極的に推進します。 

(4) 大学が所有する知的財産の重要性・有用性を理解し、その保護に努めるととも 

に、第三者の知的財産を尊重します。 

(5) 大学資産や外部資金を適正かつ効率的に管理し、正当な業務目的にのみ使用しま 

す。 

 

第４節 地域社会の向上発展と国際交流の推進のために 

【大学憲章】 

市民や社会から信頼される大学であるために、大学の情報を広く発信し、大学への期 

待や要請の把握に努めます。市民、自治体、教育界、高等教育研究機関、経済産業界 

等と連携した教育と研究を推進します。教育研究の成果を積極的に社会に還元し、地 

域の教育と文化の向上、環境保全、産業振興、社会の発展に寄与します。教育と研究 

の成果を広く国際社会に向けて発信するとともに、学生や教職員の国際的な交流と共 

同研究を行い、国際水準の教育と学術研究の推進及びその成果の共有に努めます。ア 

ジア地域を中心とした国際社会から信頼される学術と文化の交流拠点となることを目 

指します。 

 

（地域連携と国際交流に関して） 

第６ 茨城大学憲章で定める「地域連携と国際交流」に関してのガイドラインは次のと 

おりです。特に「地域連携」は本学の特色として積極的に展開します。 

(1) 茨城大学が定める地域連携プランの実現を目指して活動を展開します。 

(2) 常に地域社会への貢献や連携を考え、良好な関係を維持することにより、地域社 

会の一員としての責任を果たします。 

(3) 積極的な情報発信や情報公開により、大学への期待や要請の把握に努めるととも 

に、本学に対する地域社会の理解と信頼の確保に努めます。 

http://www.ibaraki.ac.jp/common/pdf/research/re_pl_01.pdf
http://www.ibaraki.ac.jp/common/pdf/research/re_pl_04.pdf
http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/charter/kagakusha_kihan.pdf


 

(4) 「茨城大学知的財産ポリシー」及び「国立大学法人茨城大学産学官連携ポリシー」 

を踏まえて知的財産を活用した社会貢献、研究成果の普及及び活用に努めるとともに、 

公職への協力を積極的に行い、専門的知識を社会に活用します。 

(5) アジア地域を中心とした国際社会の発展のため、本学の教育・研究の強みを生か 

した研究交流や国際教育協力、留学生の学習支援に積極的に取り組みます。 

 

第５節 持続的に発展する健全な組織運営のために 

【大学憲章】 

教職員および学生の協働と自治の下で大学の運営を行います。基本的人権を守り、男 

女が等しく大学の運営に参画できる条件を整備します。計画的な組織整備と教職員の 

研修を行い、社会の変化に柔軟に対応できる運営体制を整えます。安全と健康に配慮 

したキャンパスづくりと環境緑化に努めます。教育、研究、地域連携、国際交流、財 

務および経営について自己点検評価し、結果を公表するとともに大学改革に適切に反 

映します。 

 

（運営に関して） 

第７ 茨城大学憲章で定める「運営」に関してのガイドラインは次のとおりです。 

(1) 本学の就業規則及び倫理規程等に定める遵守義務等を理解し、細心の注意を払っ 

て行動します。 

(2) 本学の果たすべき社会的使命を自覚し、本学の名誉や信用をき損することがない 

よう取り組みます。 

(3) 大学の諸活動を積極的に公表するとともに、透明性、公平性、公正性を確保して 

第三者評価と自己評価を行い、諸活動の改善に努めます。 

(4) 一人ひとりの品格や人権を尊重するとともに、不当な差別、不利な扱いや嫌がら 

せを行いません。 

(5) 「茨城大学ハラスメント防止・救済・対策ガイドライン」の趣旨を踏まえ、いか 

なるハラスメントも行いません。 

(6) 「茨城大学における公的研究費の使用に関する行動規範」に基づき一人ひとりが 

実践します。 

(7) 本学のすべての構成員の一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人の情報を取り 

扱うに当たって、細心の注意を払い適正に管理します。 

(8) 環境保全の重要性を認識し、全ての教育・研究活動において環境への影響抑制に 

努めます。 

(9) 関係機関及び取引先とは健全かつ透明な関係を維持します。また、取引先は全て 

透明・公正に選定し、法令遵守のもと、質的に高くかつ安全確実な取引を行います。 

(10) 本学は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人 

（いわゆる反社会的勢力）による被害を防止するために、断固たる姿勢で関係を一切 

遮断します。警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。 

http://www.ibaraki.ac.jp/common/pdf/research/re_pl_03.pdf
http://www.ibaraki.ac.jp/common/pdf/research/re_pl_05.pdf
http://www.ibaraki.ac.jp/common/pdf/collegelife/co_ha_01.pdf
http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/activity/others/koudoukihan.pdf

